
公用車の購入に係る入札の流れ

※ ただし場合により、上記と異なる手順等による手続を指示する場合があります。
また事情によって上記の手順によりがたい場合は、ご相談ください。

支 払
適法な請求書を受け取った後、30日以内に代金を支払います。

請 求
県へ購入物品の金額を請求してください。

購入物品の納車
購入物品（新車）を納車していただきます。

入 札 公 告 、 入 札
各応札者は、公告および仕様書等を確認し、所定の入札書様式にて応札し
てください。※応札される前に、入札書等に記載されている注意事項等をよく
読んでください。

落 札 決 定
購入物品の入札金額が別に定める予定価格の制限の範囲内であって、最も
安価な価格を提示した方（以下、「落札者」といいます。）を落札者として決定
します。

契約締結

県と落札者で契約書を交わします。


